
山梨県　県土整備部　電子納品運用マニュアル(R8.7)新旧対照表

備考
表紙
1頁
１－２　電子
納品の定義

オンライン電
子納品の導入
に伴う改訂。

3頁
【特記仕様書
記載例】

オンライン電
子納品の導入
に伴う改訂。

3頁
3)オンライン
電子納品

オンライン電
子納品の導入
に伴う改訂。

令和8年7月1日

新旧
令和２年１０月 令和８年７月
「電子納品」は単に成果品の電子化を行うだけではない。
電子納品された情報をデータベース等で一元的に管理し、利活用すること
により、再入力によるミスを防ぐことや、業務の各段階（計画設計・入札
契約・工事施工・維持管理）での再利用を容易にし、品質の向上や業務の
効率化を図ることが目的である。

 「電子納品」は単に成果品の電子化を行うだけではない。
 電子納品された情報をデータベース等で一元的に管理し、利活用すること
により、再入力によるミスを防ぐことや、業務の各段階（計画設計・入札
契約・工事施工・維持管理）での再利用を容易にし、品質の向上や業務の
効率化を図ることが目的である。
 なお、山梨県では発注者が用意した登録サーバへのオンラインによる納品
を原則とし、オンラインによる納品ができない場合は、電子媒体に格納し
て納品を行うこととする。

山梨県の電子納品保管活用システム（オンライン電子納品）
https://www.cals-ed-yamanashi.jp/member/login

第○○条（成果品の提出）
本業務における成果品は電子データとし、電子媒体に格納し納品を行うも
のとする。
提出部数については、○部とする。

第○○条（成果品の提出）
本業務における成果品は電子データとし、オンラインによる納品を原則と
する。オンラインによることができない場合は、電子媒体に格納し納品を
行うものとする。
提出部数については、○部とする。なお、オンラインによる納品の場合は
電子媒体の提出は不要とする。

3)オンライン電子納品
2021年度国土交通省が制定し、電子納品は電子納品媒体に格納し納品する
こととしていたが、作業の効率化等のため、オンラインによる電子納品を
検討し、土木工事の対象から範囲を拡大し、実施している。山梨県では
2026年3月に電子納品保管管理システムのリニューアルに伴い、クラウドを
利用した電子納品を検討し、構築した。
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備考新旧
４頁
３　関連する
国土交通省の
要領および基
準

国要領、基準
等の改定に対
応。

６頁
３　関連する
国土交通省の
要領および基
準

国土交通省版
の関連頁の修
正

1) 国土交通省の電子納品要領及び関連基準
国の要領、基準等は、令和元年12月末時点で以下のとおり策定・公表され
ている。
また本運用マニュアルで用いる国の要領、基準等の名称は以下の短縮名称
で記述する。

1) 国土交通省の電子納品要領及び関連基準
国の要領、基準等は、令和7年12月末時点で以下のとおり策定・公表されて
いる。
また本運用マニュアルで用いる国の要領、基準等の名称は以下の短縮名称
で記述する。
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備考新旧
９頁
4　共通編

国土交通省版
の関連頁の修
正

所属・担当課
を現在名称に
修正。

本編は、電子納品を実施する設計・測量・調査業務、建設工事に適用す
る。
また、４．共通編～10．写真編の各項目において、国の要領、基準等の該
当頁を参考として掲載している（電気通信設備編、機械設備工事編は除
く）。本運用マニュアルで記載した頁は令和元年12 月時点のものである。
4-1電子ファイルのフォーマット
（略）
＜国土交通省版の関連頁＞
（国）設計納品要領：４ ファイル形式（p9）
（国）工事図書納品要領：5 ファイル形式（p14）

１０頁
4　共通編
4-2管理ファ
イル

本編は、電子納品を実施する設計・測量・調査業務、建設工事に適用す
る。
また、４．共通編～10．写真編の各項目において、国の要領、基準等の該
当頁を参考として掲載している（電気通信設備編、機械設備工事編は除
く）。本運用マニュアルで記載した頁は令和7年12 月時点のものである。
4-1電子ファイルのフォーマット
（略）
＜国土交通省版の関連頁＞
（国）設計納品要領：5 ファイル形式（p13）
（国）工事図書納品要領：5 ファイル形式（p18）
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備考新旧
１１頁
4　共通編
4-3電子媒体

オンライン電
子納品の導入
に伴う改訂。

2)　その他の入力項目
（略）
2) 請負者コード
工事管理ファイル（INDEX_C.XML）に記入する工事管理項目の中の「請負者
コード」については、県土整備部で請負者コードを定めていないため、記
入は不要とする。
＜国土交通省版の関連頁＞
（国）設計納品要領：3-1 業務管理項目（p4～10）
（国）工事図書納品要領：4-1 工事管理項目（p4～8）
4-3電子媒体
 (1) 電子媒体

2)　その他の入力項目
（略）
2) 受注者コード
工事管理ファイル（INDEX_C.XML）に記入する工事管理項目の中の「受注者
コード」については、県土整備部で受注者コードを定めていないため、記
入は不要とする。
＜国土交通省版の関連頁＞
（国）設計納品要領：4-1 業務管理項目（p6～9）
（国）工事図書納品要領：4-1 工事管理項目（p7～11）
4-3オンライン電子納品ができない場合（成果品容量が１GBを超える場合）
 (1) 電子媒体

(a) 電子納品する際の媒体を基本的にCD-R またはDVD-R としたのは、情報
の「真
正性」「見読性」「保存性」の確保という３条件を満たす電子媒体である
からで
ある。
（略）
(c) CD-R の論理フォーマットはJoliet、DVD-R の論理フォーマットはUDF
（UDF
Bridge）とする。
(d) 基本的にはCD-R またはDVD-R の使用とするが、特定のシステムに依存
しないフォーマット形式や再生ドライブの普及度を考慮して、やむを得な
い理由がある場合に限り、BD-R の使用も可とする。ここでいうやむを得な
い理由とは、上記(b)に示すような配慮をしても、電子成果品を複数枚の媒
体に渡り格納しなければ電子納品できず、完了検査時の閲覧等にも支障を
きたすおそれがある場合である。
＜国土交通省版の関連頁＞
（国）設計納品要領：７-1 電子媒体（p12）
（国）工事図書納品要領：7 電子成果品（p17）

　
　
(a) 電子納品する際の媒体を基本的にDVD-R としたのは、情報の「真正
性」「見読性」「保存性」の確保という３条件を満たす電子媒体であるか
らである。 （略）
(c) DVD-R の論理フォーマットはUDF（UDFBridge）とする。
(d) 基本的にはDVD-R の使用とするが、特定のシステムに依存しない
フォーマット形式や再生ドライブの普及度、データサイズの拡大等を考慮
して、やむを得ない理由がある場合に限り、BD-R、HDD 、SSDの使用も可と
する。ここでいうやむを得ない理由とは、上記(b)に示すような配慮をして
も、電子成果品を複数枚の媒体に渡り格納しなければ電子納品できず、完
了検査時の閲覧等にも支障をきたすおそれがある場合である。
＜国土交通省版の関連頁＞
（国）設計納品要領：9 電子成果品（p19）
（国）工事図書納品要領：7 電子成果品（p24）
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備考新旧
１２頁
4　共通編
(2) 電子媒体
の表記規則
（オンライン
電子納品がで
きない場合）

国土交通省版
の関連頁の修
正
オンライン電
子納品の導入
に伴う改訂。

１３頁
4　共通編
(2) 電子媒体
の表記規則
（オンライン
電子納品がで
きない場合）

国土交通省版
の関連頁の修
正
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備考新旧
１４頁
4-4電子成果
品のチェック

オンライン電
子納品の導入
に伴う改訂。

１５頁
4-5電子媒体
管理書（オン
ライン電子納
品ができない
場合）

オンライン電
子納品の導入
に伴う改訂。

4-5 電子データ管理書
電子データを納品する際は以下の項目を記した電子データ管理書（紙）を
提出する。発注者は提出された電子データ管理書を契約書類とともに保管
する。
（略）

（略）例えば、（国）CAD製図基準の付属資料２（レイヤ名一覧）におい
て、STR（主構造物外形線）の線色は赤、線種は実線とするのが基本となっ
ているが、他の構造物の外形線と明確に区別するために、赤以外の線色を
適用した場合、注意エラーが発生する。この場合、受注者は、エラーの内
容について受発注者間協議を行いやむを得ないと判断された後に、協議
日、エラー内容、協議の内容を示したコメントを「電子媒体管理書」（ｐ
18 記入例 参照）に記載するとともに、（県）電子納品チェックソフトで
のチェック結果を印刷して、エラーの有無に関わらず提出するものとす
る。なお、発注者は、提出されたチェック結果を「電子媒体管理書」とと
もに契約図書とあわせて保管するものとする。
なお、（県）電子納品チェックソフトは、県のホームページから無償でダ
ウンロードできる。URLは「１１参考」（ｐ89）を参照のこと。

（略）例えば、（国）CAD製図基準の付属資料２（レイヤ名一覧）におい
て、STR（主構造物外形線）の線色は赤、線種は実線とするのが基本となっ
ているが、他の構造物の外形線と明確に区別するために、赤以外の線色を
適用した場合、注意エラーが発生する。この場合、受注者は、エラーの内
容について受発注者間協議を行いやむを得ないと判断された後に、協議
日、エラー内容、協議の内容を示したコメントを「電子データ管理書」
（ｐ18 記入例 参照）に記載するとともに、（県）電子納品チェックソフ
トでのチェック結果を印刷して、エラーの有無に関わらず提出するものと
する。なお、発注者は、提出されたチェック結果を「電子データ管理書」
とともに契約図書とあわせて保管するものとする。
なお、（県）電子納品チェックソフトは、県のホームページから無償でダ
ウンロードできる。URLは「１１参考」（ｐ106）を参照のこと。

4-5 電子媒体管理書
電子媒体を納品する際は以下の項目を記した電子媒体管理書（紙）を提出
する。発注者は提出された電子媒体管理書を契約書類とともに保管する。
（略）

6



備考新旧
１６頁
4-5電子媒体
管理書（オン
ライン電子納
品ができない
場合）

オンライン電
子納品の導入
に伴う改訂。
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備考新旧
１７頁
4-6電子媒体
のケース（オ
ンライン電子
納品ができな
い場合）

オンライン電
子納品の導入
に伴う改訂。

4-6 電子媒体のケース
（略）

4-6 電子媒体のケース（オンライン電子納品ができない場合）
（略）
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備考新旧
１８頁
4-7提出部数
（オンライン
電子納品がで
きない場合）

オンライン電
子納品の導入
に伴う改訂。

２０頁
4-9電子化の
対象書類

オンライン電
子納品の導入
に伴う改訂。

２２頁
4-13電子デー
タの保管・管
理

オンライン電
子納品の導入
に伴う改訂。

4-7 提出部数
（略）

4-7 提出部数（オンライン電子納品ができない場合）
（略）

4)基本的考え方
再利用が想定できるものについてはできる限り電子化することが望まし
い。

1）基本的考え方
　オンライン電子納品に伴い、原則すべて電子化とする。
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備考新旧
２２頁
4-13電子デー
タの保管・管
理

オンライン電
子納品の導入
に伴う改訂。

２３頁 オンライン電
子納品の導入
に伴う改訂。

1)　保管活用システムによる電子成果品の保管・管理業務の流れ
【登録】
監督員が、電子成果品を保管活用システムに登録する手順は、以下のとお
り。　（略）

1)　保管活用システムによる電子成果品の保管・管理業務の流れ
【登録】
監督員が、電子成果品を保管活用システムに登録する手順は、以下のとお
り。
○オンライン電子納品の場合
オンライン電子納品に関しては下記のアドレスの「電子納品保管活用シス
テム」の操作マニュアルを参照
URL：https://www.pref.yamanashi.jp/gijutsukanri/○○○.html
○オンライン電子納品ができない場合
1～3までの作業は受注者が行い、監督員に了承を得るものとする。
検査完了後、4の作業を監督員が対応する。
（略）

【活用】
（略）
検索方法
① 公共システムの案件基本情報（データ項目）による検索
② 電子成果品の管理ファイル（XML）が保持するデータ項目による検索
③ 地図上から検索（GIS 検索）
④ ファイル内にあるテキストのキーワード検索（全文検索）
⑤ データのツリー表示による検索（階層検索）
（略）
2) 電子データを保管活用システムに登録する際の留意点
② 成果品以外の事業関連資料等（用地交渉記録、地元との調整記録、関係
機関との協議記録、覚書、陳情書等）の電子データ（非成果品データ）の
登録は、必要最小限とし、有用なもの以外は登録しない。
（略）
3) 「保管活用システム」運用開始前（平成19 年度以前）に納品された電
子成果品の保管活用システムへの登録保管活用システムの有効利用のた
め、「保管活用システム」運用開始前（平成19 年度以前）に納品された全
ての電子成果品を保管活用システムに登録する業務を平成20年度に実施し
ている。仮に、登録漏れの成果品が確認された場合、技術管理課技術情報
担当に連絡し指示を受けること。

【活用】
（略）
検索方法
① 公共システムの案件基本情報（データ項目）による検索
② 電子成果品の管理ファイル（XML）が保持するデータ項目による検索
③ 地図上から検索（GIS 検索）
④ データのツリー表示による検索（階層検索）
（略）
2) 電子データを保管活用システムに登録する際の留意点
② 成果品以外の事業関連資料等（用地交渉記録、地元との調整記録、関係
機関との協議記録、覚書、陳情書等）の電子データ（非成果品データ）の
登録は、必要最小限とし、個人情報が含まれるものは登録しない。
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備考新旧
２４頁
図4-3

オンライン電
子納品の導入
に伴う改訂。
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備考新旧
２４頁
図4-3

新２５頁
オンライン電
子納品の導入
に伴う改訂。
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備考新旧
２５頁 新２６頁

オンライン電
子納品の導入
に伴う改訂。

4) 契約図書とともに保存する電子媒体の取扱い
（略）
電子媒体に使用しているCD-R（DVD-R）は、直射日光や紫外線に弱いため、
窓際
のような直射日光のあたるような場所を避けて保存するようにする。

3) 契約図書とともに保存する電子媒体の取扱い
（略）
電子媒体に使用しているDVD-R（CD-R）は、直射日光や紫外線に弱いため、
窓際のような直射日光のあたるような場所を避けて保存するようにする。
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備考新旧
２6頁
4-14　その他
フォルダ構成

新２７頁
国改定に準拠
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備考新旧
２7頁
4-14　その他
フォルダ構成

新２８頁
国改定に準拠
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備考新旧
２9頁
5-3特記仕様
書の作成

新３０頁
オンライン電
子納品の導入
に伴う改訂。
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備考新旧
３１頁
６　測量編
6-2サブフォ
ルダ構成

新３２頁
国改定に準拠
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備考新旧
３２頁 新３３頁

国改定に準拠
車載写真レー
ザー測量→3
次元点群測量
へ移動

3次元点群測量へ移
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備考新旧
３３頁 前ページからの続き 前ページからの続き 新３４頁

国改定に準拠
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備考新旧
３４頁
航空レーザー
測量→3次元
点群測量へ移
動

前ページからの続き 新３５頁
国改定に準拠
航空レーザー
測量→3次元
点群測量へ移
動
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備考新旧
３５頁
航空レーザー
測量→3次元
点群測量へ移
動
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備考新旧
新３５頁
国改定に準拠
3次元点群測
量を追加
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備考新旧
前ページからの続き 新３６頁

国改定に準拠
3次元点群測
量を追加
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備考新旧
前ページからの続き 新３７頁

国改定に準拠
3次元点群測
量を追加
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備考新旧
前ページからの続き 新３８頁

国改定に準拠
3次元点群測
量を追加
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備考新旧
前ページからの続き 新３９頁

国改定に準拠
3次元点群測
量を追加
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備考新旧
前ページからの続き 新４０頁

国改定に準拠
3次元点群測
量を追加
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備考新旧
前ページからの続き 新４１頁

国改定に準拠
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備考新旧
３６頁 表6-1 測量成果の成果区分一覧(5/9)［国土交通省 表2-3］ 表6-1 測量成果の成果区分一覧(5/9)［国土交通省　表3-3］ 新４２頁

国改定に準拠

３７頁 表6-1 測量成果の成果区分一覧(5/9)［国土交通省 表2-3］ 表6-1 測量成果の成果区分一覧(5/9)［国土交通省 表3-3］ 新４３頁
国改定に準拠

３８頁 表6-1 測量成果の成果区分一覧(5/9)［国土交通省 表2-3］ 表6-1 測量成果の成果区分一覧(5/9)［国土交通省 表3-3］ 新４４頁
国改定に準拠

４０頁 表6-1 測量成果の成果区分一覧(5/9)［国土交通省 表2-
3］（略）
＜国土交通省版の関連頁＞
（国）測量納品要領：2-2 サブフォルダ構成（p10～
p27）

表6-1 測量成果の成果区分一覧(5/9)［国土交通省 表3-
3］　（略）
＜国土交通省版の関連頁＞
（国）測量納品要領：3-2 サブフォルダ構成（p12～
p35）

新４５頁
国改定に準拠
国土交通省版
の関連頁の修
正

４０頁
6-3測量成果
管理項目

＜国土交通省版の関連頁＞
（国）測量納品要領：3-2 測量成果管理項目（p38～40）

＜国土交通省版の関連頁＞
（国）測量納品要領：4-2 測量成果管理項目（p45～
p47）

新４６頁
国土交通省版
の関連頁の修
正

４１頁
6-4基準点測
量・水準測量
成果ファイル

表6-2 ファイル形式(基準点測量成果)(1/2) ［国土交通省　表4-1］ 表6-2 ファイル形式(基準点測量成果)(1/2) ［国土交通省　表5-1］ 新４７頁
国改定に準拠
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備考新旧
４２頁 新４８頁

国改定に準拠

表6-3 ファイル形式(水準測量成果)(1/2) ［国土交通省 表4-2］ 表6-3 ファイル形式(水準測量成果)(1/2) ［国土交通省 表5-2］

４３頁 新４９頁
国改定に準拠
国土交通省版
の関連頁の修
正

表6-3 ファイル形式(水準測量成果)(2/2) ［国土交通省 表4-2］
（略）
＜国土交通省版の関連頁＞
（国）測量納品要領：4-1 基準点測量成果ファイル（p45～p47）
（国）測量納品要領：4-2 水準測量成果ファイル（p48～p50）

表6-3 ファイル形式(水準測量成果)(2/2) ［国土交通省 表5-2］
（略）
＜国土交通省版の関連頁＞
（国）測量納品要領：5-1 基準点測量成果ファイル（p52～p55）
（国）測量納品要領：5-2 水準測量成果ファイル（p56～p59）
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備考新旧
４４頁
6-5地形測量
及び写真測
量・三次元点
群測量成果
ファイル

新５０頁
国改定に準拠
・3次元点群
測量の追加
・車載写真
レーザ測量は
3次元点群測
量へ移動。
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備考新旧
４５頁 新５１頁

国改定に準拠
3次元点群測
量の追加
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備考新旧
４６頁 新５２頁

国改定に準拠
3次元点群測
量の追加
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備考新旧
前頁を参照 　４７頁
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備考新旧
新５３頁
国改定に準拠

４８頁
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備考新旧
航空レーザー測量→三次元点群測量へ移動４９頁
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備考新旧
５０頁 航空レーザー測量→三次元点群測量へ移動
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備考新旧
５０頁 新５３頁

国改定に準拠

５１頁 新５４頁
国改定に準拠

新５４頁
国改定に準拠
三次元点群測
量の追加
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備考新旧
新５５頁
国改定に準拠
三次元点群測
量の追加
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備考新旧
新５６頁
国改定に準拠
三次元点群測
量の追加
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備考新旧
新５７頁
国改定に準拠
三次元点群測
量の追加
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備考新旧
新５８頁
国改定に準拠
三次元点群測
量の追加

42



備考新旧
新５９頁
国改定に準拠
三次元点群測
量の追加
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備考新旧
新６０頁
国改定に準拠
三次元点群測
量の追加
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備考新旧
新６１頁
国改定に準拠
三次元点群測
量の追加

45



備考新旧
新６２頁
国改定に準拠
三次元点群測
量の追加
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備考新旧
新６３頁
国改定に準拠
三次元点群測
量の追加
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備考新旧
新６４頁
国改定に準拠
三次元点群測
量の追加
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備考新旧
新６５頁
国改定に準拠
三次元点群測
量の追加
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備考新旧
新６６頁
国改定に準拠
三次元点群測
量の追加
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備考新旧
５２頁
6-6路線測
量・河川測
量・用地測量
成果ファイル

新６７頁
国改定に準拠

５３頁 新６８頁
国改定に準拠

５４頁 新６９頁
国改定に準拠

５５頁 新７０頁
国改定に準拠

５６頁 新７１頁
国改定に準拠

５７頁 新７２頁
国改定に準拠

５８頁 新７３頁
国改定に準拠

５９頁
6-7ドキュメ
ントファイル

新７４頁
国土交通省版
の関連頁の修
正

表6-7 ファイル形式(用地測量成果) (2/3)［国土交通省 表4-6］ 表6-7 ファイル形式(用地測量成果) (2/3)［国土交通省 表5-7］

表6-7 ファイル形式(用地測量成果) (3/3)［国土交通省 表4-6］
＜国土交通省版の関連頁＞
（国）測量納品要領：4-4 路線測量成果ファイル（p68～p74）
（国）測量納品要領：4-5 河川測量成果ファイル（p75～p82）
（国）測量納品要領：4-6 用地測量成果ファイル（p83～p88）
（略）

表6-7 ファイル形式(用地測量成果) (3/3)［国土交通省 表5-7］
＜国土交通省版の関連頁＞
（国）測量納品要領：5-5 路線測量成果ファイル（p94～p100）
（国）測量納品要領：5-6 河川測量成果ファイル（p101～p109）
（国）測量納品要領：5-7 用地測量成果ファイル（p110～p116）
（略）

表6-8 ファイル形式(ドキュメントファイル)［国土交通省 表4-8、表5-
10］　　　＜国土交通省版の関連頁＞
（国）測量納品要領：4-8 ドキュメントファイル（p90）
（国）測量納品要領：5-3 ドキュメントファイル（p111）

表6-8 ファイル形式(ドキュメントファイル)［国土交通省 表5-9］
＜国土交通省版の関連頁＞
（国）測量納品要領：5-9 ドキュメントファイル（p118）
（国）測量納品要領：6-3 ドキュメントファイル（p147）

表6-5 ファイル形式(路線測量成果) (3/4)［国土交通省 表4-4］ 表6-5 ファイル形式(路線測量成果) (3/4)［国土交通省 表5-5］

表6-5 ファイル形式(路線測量成果) (4/4)［国土交通省 表4-4］
（略）
表6-6 ファイル形式(河川測量成果)(1/4) ［国土交通省 表4-5］

表6-5 ファイル形式(路線測量成果) (4/4)［国土交通省 表5-5］
（略）
表6-6 ファイル形式(河川測量成果)(1/4) ［国土交通省 表5-6］

表6-6 ファイル形式(河川測量成果)(2/4) ［国土交通省 表4-5］ 表6-6 ファイル形式(河川測量成果)(2/4) ［国土交通省 表5-6］

表6-6 ファイル形式(河川測量成果)(3/4) ［国土交通省 表4-5］ 表6-6 ファイル形式(河川測量成果)(3/4) ［国土交通省 表5-6］

表6-6 ファイル形式(河川測量成果)(4/4) ［国土交通省 表4-5］
（略）
表6-7 ファイル形式(用地測量成果) (1/3)［国土交通省 表4-6］

表6-6 ファイル形式(河川測量成果)(4/4) ［国土交通省 表5-6］
（略）
表6-7 ファイル形式(用地測量成果) (1/3)［国土交通省 表5-7］

表6-5 ファイル形式(路線測量成果) (1/4)［国土交通省 表4-4］
（略）
表6-5 ファイル形式(路線測量成果) (2/4)［国土交通省 表4-4］

表6-5 ファイル形式(路線測量成果) (1/4)［国土交通省 表5-5］
（略）
表6-5 ファイル形式(路線測量成果) (2/4)［国土交通省 表5-5］
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備考新旧
新７５頁
国改定に準拠
国土交通省版
の関連頁の修
正

６０頁
６－８測量成
果ファイル等
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備考新旧
６６頁
7 地質・土質
調査編

新８１頁
図7-1の修正

７３頁　8-6
「工事完成
図」を電子納
品対象とする
工事

新８８頁
国改定に準拠
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備考新旧
８１頁
9-2ＣＡＤ
データの
フォーマット

新９７頁
国交省の基準
に準拠

８３頁
9-3その他

新９９頁
国交省の基準
に準拠

但し、WTO 政府調達協定の対象となる場合等で、受注者からの申し出が
あった
場合にP21 形式を認めることとする。

但し、WTO政府調達協定の対象となる場合等で、受注者からの申し出があっ
た場合にP21形式、P21形式のデータを圧縮したSXF(P2Z)形式を認めること
とする。

　図面をわかりやすく表現したい場合など、（国）ＣＡＤ製図基準の付属
資料２のレイヤ名一覧に示されていないレイヤを使用しなければならない
ことがある。
　この場合、(県)電子納品チェックソフトでデータのチェックを行うと
「規格外のレイヤが含まれている」というようなエラーが出るが、この場
合、「やむを得ない」エラーとして、受発注者間で協議し承諾すれば良い
こととする。
　付属資料２のレイヤ名一覧については、標準的なものが示されている。
図面オブジェクトと作図要素が描かれている内容に合っていれば、エラー
とは考えないものとする。

　図面をわかりやすく表現したい場合など、（国）ＣＡＤ製図基準の付属
資料２のレイヤ名一覧（参考）に示されていないレイヤを使用しなければ
ならないことがある。
　この場合、(県)電子納品チェックソフトでデータのチェックを行うと
「規格外のレイヤが含まれている」というようなエラーが出るが、この場
合、「やむを得ない」エラーとして、受発注者間で協議し承諾すれば良い
こととする。
　付属資料２のレイヤ名一覧（参考）については、標準的なものが示され
ている。図面オブジェクトと作図要素が描かれている内容に合っていれ
ば、エラーとは考えないものとする。
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備考新旧
８７頁
10-4 デジタ
ル写真作成時
の留意点

新１０３頁

８８頁
10-4 デジタ
ル写真作成時
の留意点

新１０４頁
国交省の基準
に準拠し追記

８９頁
10-5 その他
の留意事項

新１０５頁

9) 写真ファイルと参考図ファイルの記録形式は、監督員の承諾を得た上
で、JPEG（JIS X 4301:1995）、TIFF（JIS X 9205:2005）、SVG（JIS X
4197:2012） 以外の形式とすることができる。
10) 動画ファイルの記録形式は、監督員の承諾を得た上で、MP4（JIS X
4332:2002）以外の形式とすることができる。

＜国土交通省版の関連頁＞（国）地質・土質調査納品要領　5デジタルコア
写真 5-3撮影機材 参照

＜国土交通省版の関連頁＞（国）地質・土質調査納品要領H20.12　5デジタ
ルコア写真 5-3撮影機材 参照
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備考新旧
９０頁
11参考

新１０６頁
国交省の改訂
に基づく
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